
令和４年度介護保険施設等における身体拘束状況調査結果について 
 

調 査 目 的    府内における身体拘束適正化事業の進捗状況を把握し、身体拘束ゼロ推進に
向けた意識の高揚を図るとともに、身体拘束実績の減少に資することを目的
とする。 

調査対象施設等  介護保険施設、入所系介護保険事業所（介護予防を含む）等 
                    ８６３施設（前年度：８５１施設） 
調 査 基 準 日  令和４年４月１日から令和５年３月３１日 
回 収 状 況    有効回収数 ８０９施設（前年度：８１５施設） 

          有効回収率 ９３．７％（前年度：９５．８％） 

 

１ 身体拘束の有無について 
 （１）令和４年度は、有効回収数８０９施設、回収率９３．７％と前年度（８１５施設９５．８％）

より少し減少した。うち令和４年４月以降の１年間で身体拘束事例があった施設等は、１０６施
設であり、有効回収施設等の１３．１％であった。 

（Ｒ４年度回答施設数：８０９施設） 
調査年度 調査基準日 有効回収数 回収率 身体拘束を実施した施設等数 回収施設等中の実施割合 

令和 ４年度 
令和 ３年度 
令和 ２年度 
令和  元年度
平成３０年度 

R5年 3月 31日 
R4年 3月 31日 
R3年 3月 31日 
R2 年 3 月 31 日
H31年 3月 31日 

８０９施設 
８１５施設 
７９７施設 
７９２施設
７４２施設 

93.7％ 
95.8％ 
97.4％ 
98.6％ 
94.5％ 

１０６施設等（＋２８）  
７８施設等（－１４） 
９２施設等（－１８） 

１１０施設等 (＋ ５) 
１０５施設等（－ ９） 

１３．１％（＋３．５） 
  ９．６％（－ １．９） 
１１.５％（－ ２.４） 
１３.９％（－  ０．３） 
１４.２％（－ １.１） 

平成２９年度
平成２８年度 
平成２７年度 
平成２６年度 
平成２５年度
平成２４年度
平成２３年度 
平成２２年度 

H30年 3月 31日
H29年 3月 31日 
H28年 3月 31日 
H27年 3月 31日 
H26年 3月 31日 
H25年 3月 31日 
H24年 3月 31日 
H23年 3月 31日 

７４５施設
５２７施設 
５２５施設 
５１０施設 
４７８施設 
４６５施設 
４３９施設 
４０３施設 

97.4％ 
70.1％ 
73.2％ 
73.2％ 
73.4％ 
77.8％ 
79.8％ 
80.6％ 

１１４施設等（＋２３） 
９１施設等（－１５） 

１０６施設等（－１７） 
１２３施設等（－ １） 
１２４施設等（＋ ９） 
１１５施設等（－１０） 
１２５施設等（－１７） 
１４２施設等（＋ ２） 

１５.３％（－ ２.０） 
１７.３％（－ ２.９） 
２０.２％（－ ３.９） 
２４.１％（－ １.８） 
２５.９％（＋ １.２） 
２４.７％（－ ３.８） 
２８.５％（－ ６.７） 
３５.２％（－ １.５） 

  ※ （ ）内は前年度からの数値の推移 
 
 （２）有効回収施設等全体で令和５年３月１日から３月３１日の１か月間において５４４人（対前 

年＋１６４人）に対し、身体拘束実施が確認された。身体拘束の実施態様の主な内容は以下のと 
おり、「ミトン型手袋等」の使用が最も多く以下、順に「ベッド柵で囲む」「Ｙ字型拘束帯等の 
使用」となった。  

    また令和４年度調査では「その他」の回答が前年から大きく増加しており、具体事例について
は「玄関(部屋)の扉(窓)を施錠」、「ベッドからの転倒防止にセンサーマットを使用」、「言葉
による拘束」、「通路をとおれなくする」等の回答がみられた。 

 
    ＜令和５年３月１日から３月３１日の１箇月間の状況＞（回答数：４年度 106施設  ３年度 78施設） 

 身 体 拘 束 の 態 様 
実人数（％） 

令 和 ４ 年 度 令 和 ３ 年 度 

１  手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける 
      ６３  
（１１．５％） 

      ５７  
（１５．０％） 

 ２  ベッド柵（ｻｲﾄﾞﾚｰﾙ)で囲む       ３５  
   (６．４％） 

      ２９  
   (７.６％） 

 
３

  
介護衣（つなぎ服）を着せる

       １７  
（３．１％） 

      １７  
（４．５％） 

 
４

  Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける       ２８  
（５．１％） 

      ２３  
（６．１％） 

 ５  
その他

      ３９６  
（７２．７％） 

     ２５４  
（６６．８％） 

身 体 拘 束 実 施 人 数 等 の 合 計 
５４４ ３８０ 

   
 
 
 
 



〇身体拘束の事例があった１０６施設について 
２ 身体拘束を行う場合の手続きについて（回答数：１０６施設） 
  （１）全ての施設等で、「本人や家族への説明を行って承諾を得ている」と回答があった。 

うち、「入所時に前もって承諾を得ている」施設等は、８施設（７.５％）であった。 
 （２）利用者への身体拘束の必要性の判断をどこで行っているかについては、 
  「施設内のケア会議等での判断による」とした施設等数が最も多く、５１施設(４８.１％)。 
   次いで、「予め作成した身体拘束適正化のための指針等によって判断する。」が３３施設（３１． 
   １％）「施設長や医師が判断し、現場に指示」とした施設が２８施設（２６．４％）であった。 
 
３ 身体拘束適正化への取組状況について 

   全ての施設等で、身体拘束適正化に向けて「取組んでいる」又は「取組予定」と回答があった。 

 
    ○取組（予定）の内容                （回答数：①１０６施設  ②８０９施設、複数回答可）  

    
    
   
  
  
  

 

 

 

具体的内容 
回答数（％） 

① 拘束のあった施設等 ②全施設等 
１  身体拘束の態様及び時間、その際の入所者の  

心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録 
  ９８ （９２.４％）  ６２５ （７７.２％） 

２ 

 

 施設内に検討委員会等を設置   ９７ （９１.５％）  ７００ （８６.５％） 

 
 設置の場合、３箇月に１回以上開催し、 
 結果を介護職員その他従業者に周知徹底 

   ８９  （８３.９％）  ６３８ （７８.８％） 

３  「身体拘束適正化のための指針」の整備   ９６ （９０.５％）  ６９５ （８５.９％） 
４  介護職員その他従業者に、研修を定期的（年  

２回以上）に実施 
  ９２ （８６.７％）  ７００ （８６.５％） 

５  新規採用時に研修を実施   ８５ （８０.１％）  ６１５ （７４.７％） 
６  介護職員その他従業者の外部研修会等の参加    ５２  （４９.０％）  ３７４  （４６.２％） 
７  その他    １０   （０.９％）    ４９   （６.０％） 

      ※ 割合は回答のあった施設等数に対するもの 
 
４ 身体拘束を適正化することが困難な理由について（複数回答可、回答数：１０６施設） 
  （１）「介護を担当する職員が少ない」が最も多く５４施設（５０.９％) 
 （２）他に多くの回答があったのは、「身体拘束をしなくても良いような機器や設備の開発や導入が

進んでいない」３２施設（３０．１％）「身体拘束をせずに事故が発生した場合、家族からの
苦情や損害賠償請求が心配なため」３１施設（２９.２％)であった。 

 
５ 身体拘束を適正化するために必要と思われることについて（主なもの３つ可、回答数：１０６施設） 
   (１)「身体拘束適正化に向けて、正しい知識や技術を身につける研修会の実施」が最も多く７８施設

(７３.５％)の回答があった。 
  (２）他に多く回答があったのが、「管理者や施設職員が、身体拘束適正化に向けて意欲を持って取

り組むこと」７７施設（７２.６％）「身体拘束適正化に取り組めるだけの人員配置」４２施設（３
９．６％）であった。 

 
６ 身体拘束の適正化が困難な事例が発生した場合の解決方法について（複数回答可、回答数：１０６施設） 
 （１）「施設内のカンファレンス等を通じて解決した」が最も多く、４１施設(３８.６％)から回答が

あった。 
 （２）他に多くの回答があったのは、 
   「施設内の身体拘束適正化に関する委員会等で検討した」３７施設（３４.９％）であった。 
 
 
   ○困難事例が発生した時に有効だと思う解決方法（複数回答可、回答数：①１０６施設 ②８０９施設） 

    
     

 

 

 

解 決 方 法
 回答数（％） 

① 拘束のあった施設等 ② 全体施設等 
１  施設内のカンファレンス等を通じて解決   ７０（６６．０％）  ５４４（６７.２％） 
２  施設内の適正化に関する委員会等で検討   ６７（６３. ２％）  ５０２（６２.０％） 
３  他の施設と情報交換を実施    １９（１７．９％）  １４７（１８.１％） 
４  参考となる図書や事例集の活用     ６  （５.６％）    ４８ （５.９％） 
５  身体拘束に関する窓口を利用     ８  （７.５％）   ７９ （９.７％） 
６  その他      ５  （４.７％）    ２０  （２.４％） 

   ※ 割合は回答のあった施設等数に対するもの  

 


